
研究開発を支援します！  産 業 廃 棄 物の 排 出 抑 制 、再 生 利 用 、減 量 など に 関 す る 技 術 や廃 棄 物 等 の 循 環 資 源 を 使用 し た リ サ イ クル 製 品 の 研究 開 発 に 対 し て 補 助 を 行い ま す 。  事業概要事業概要事業概要事業概要 についてについてについてについて     １１１１ ．．．． 事業内容事業内容事業内容事業内容 （（（（ 補助対象事業及補助対象事業及補助対象事業及補助対象事業及 びびびび 補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費 ））））  （ １ ） 次 の① 又 は ② の い ず れ か に 該当 す る 事 業 で あ る こ と が必 要 で す 。       ① 産 業廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制、再 生 利 用（ リ サ イ ク ル）及 び 減 量 等 を目 的 と す る 技術（ 以 下「 減 量 化等 技 術 」 とい い ま す 。 ） の 研 究 開 発   ② 廃 棄物 等 の 循 環 資 源 （ 以 下 「循 環 資 源 」 と い い ま す 。） を 使 用 す る 製 品 の 研 究開 発      ＊ 循 環 資 源 と は 、 廃 棄 物 等 の う ち 有 用 な も の を 意 味 し 、 廃 棄 物 以 外 で 一 度 使 用 さ れ 、 ま た は 、ま っ た く 使 用 さ れ る こ と が な い ま ま 収 集 さ れ た り 廃 棄 さ れ た 物 品 や 、 製 品 の 製 造 、 加 工 、 修理 、 販 売 、 エ ネ ル ギ ー の 供 給 、 土 木 建 築 工 事 、 農 畜 産 物 の 生 産 や そ の 他 の 人 の 活 動 に 伴 っ て副 次 的 に 発生 し た 物 品 が 含 ま れ ま す。  （ ２ ） 補 助対 象 経 費   ① 廃 棄物 の 排 出 抑 制 、再 生 利 用（ リ サイ ク ル ）、減 量 技 術 等 の研 究 開 発 又 は 循 環資 源 を 使 っ た 製 品の 開 発 に 必 要 な 試 験 研 究 費 用 で 、 試 作 開 発 費 、 機 械 装 置 費 /工 具 器 具 費 、 人 件 費 、 そ の 他 研 究 開発 事 業 費 、委 託 費 、 事 務 費 と し ま す（ 詳 細 は 別 表 参 照 ） 。     ② 事 業者 の 単 独 研 究 だ け で な く、以 下 の よ う な 複 数 の 事業 者 や 大 学 等 試 験 研 究 機関 と の 共 同 に よ る研 究 や 委 託研 究 に 要 す る 費 用 も 含 まれ ま す 。         a 単 独 研 究             ・県 内 事 業 者 が 単 独 で行 う 研 究 開 発      b 共 同研 究               ・県 内 事 業 者 が 他 の 事業 者 と 共 同 で 行 う 研 究 開発       ・県 内 事 業 者 が 大 学 、短期 大 学 、高 等 専 門 学 校や 国 又 は 地 方 公 共 団 体 、独立 行 政 法 人 が 設置 す る 試 験研 究 機 関 と 共 同 で 行 う 研究 開 発         c  委託 研 究         ・県 内 事 業 者 が 大 学 、短期 大 学 、高 等 専 門 学 校や 国 又 は 地 方 公 共 団 体 、独立 行 政 法 人 が 設置 す る 試 験研 究 機 関 に 委 託 し て 行 う研 究 開 発         d 共 同 研 究 及 び 委 託 研 究 の 場 合 は 、 試 験 研 究 機 関 と の 協 定 等 に 基 づ き 県 内 事 業 者 の 負 担 す べき 試 験 研 究費 用 の み が 補 助 対 象 と なり ま す 。   ③ 次 のよ う な 事 業 は 補 助 対 象 とな り ま せ ん 。          ・既 存 の 技 術 や 製 品 の 模 倣に す ぎ な い も の 。     ・機 械 装 置 や 工 具 器 具 等 の購 入 の た め の 申 請 と 認 めら れ る も の     ・外 部 技 術 の 導 入 の み の 場合  別 表    補助 対 象 経 費 試 作 開 発 費 試 作 機 ・ 試作 品 に 組 み 込 ま れ る 部 品等 の 購 入 費 （ 例 ） 部 品、 原 材 料 、 ユ ニ ッ ト な ど 機 械 装 置 費/工 具 機 器 費  試 作 機 ・試 作 品 の 製 作 以 外 の 機 械装 置 及 び 工 具 機 器 に 係 る経 費 （ 例 ） 分 析機 器 、 工 具 類 、 機 械 装 置な ど （ 原 則 リ ー ス 対 応 ） 人 件 費  研 究 開 発に 係 る 人 件 費  そ の 他 研 究開 発 費  上 記 以 外に 係 る 研 究 開 発 費 委 託 費 研 究 開 発 事業 の 一 部 を 委 託 す る 経 費 （ 例 ）委 託 、コ ン サ ル タン ト な ど  事 務 費   事 務 に 係る 経 費  （ 例 ） 旅 費 、 書籍 な ど 



２２２２ ．．．． 補助対象者補助対象者補助対象者補助対象者  （ １ ） 県 内に 事 業 所 を 置 く 事 業 者 であ る こ と （ 以 下 「 県 内 事業 者 」 と い い ま す 。 ） 。 （ ２ ） 直 接又 は 間 接 の 構 成 員 の ２ ／３ 以 上 が 県 内 事 業 者 で 構成 さ れ る 法 人 格 の あ る 団体   ＊ 法 人格 の あ る 団 体 に は 、中 小 企 業 等協 同 組 合 法 に 基 づい て 設 立 さ れ た 事 業 協 同組 合 、事 業 協 同 小組 合 、 協 同組 合 連 合会、 協 業 組 合 など が 該 当 し ま す 。  ３３３３ ．．．． 補助率補助率補助率補助率 及及及及 びびびび 補助限度額補助限度額補助限度額補助限度額     補  助  率  ２ ／ ３ 以 内    補 助限度額  ７００万円（ 県の予算の範囲内 で交付）     ４４４４ ．．．． 応募手続応募手続応募手続応募手続  （ １ ） 補 助事 業 制 度 の説明      日  時  ：  随時（来庁の前に 連絡を し て く だ さ い ）       場  所 ：  奈良県 く ら し創造 部 景観・ 環境局  廃棄 物 対策課  循 環型社会推進係              TEL：0742-27-8746（ 直通）  FAX：0742-22-7482  
 http://www.pref.nara . jp/dd_aspx_menuid-12646.htm （ ２ ） 補 助事 業計画書 等 の提出   ①提出書 類    （ⅰ） 事 業実施計画書       （ⅱ）添付書 類：事 業計画書、事 業 者概要 書、最近２年間 の財務諸表、定款（ 法人 の 場 合 ）、法人登記簿の謄本（ 法 人 の 場 合）、住民票抄本（個人 事 業 者 の場 合 ）、納税証明書（ 法 人 に あ って は 法 人 県民税及 び法 人 事 業税、個人 に あ って は 、住民税及 び個人 事 業税）     ②受付期 間 及 び受付場 所     受付期 間 ：  平成 ２ ３年  ５月３ １日（火） ま で （後日、審査会でプレゼンテーション を 行 な っ て い た だ き ます 。 ）         受付場 所 ：奈良県 く ら し創造 部 景観・ 環境局  廃棄 物 対策課  循 環型社会推進係 （奈良県庁本庁舎２階）          ＊日時を 連絡の 上 、必 ず 事前にお越し く だ さ い 。そ の際に 、１時間程度 、事 業内容につい てお伺い し ま す 。なお、提出 書 類 は 直 接持参 し て く だ さ い 。提出 書類 の郵送・宅配便等 によ る受付は い た しま せ ん 。  ５５５５ ．．．． 補助金事務補助金事務補助金事務補助金事務 のののの 流流流流 れれれれ （（（（ 事業事業事業事業 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール ））））      県  事 業 者 年度 当初  （４月頃）   ６月上旬   ６月下旬     ７月頃   ３月下旬   ４月下旬  

①募集  ④事 業 及 び制 度説明  （個別 対 応）  ⑥審査・実施調査       ↓ 審 査 委 員 会   ⑦事 業計画の決定 ・ 内 定   ⑨審査      ↓ ⑩補 助金交付決定    （ 中間検査）    ⑬完了検査       ↓  ⑭補 助金の額確定/支払い 

② 事 業案内等 入手      ↓ 内 容 検 討   ③ 応募検討   ⑤事 業実施計画作 成（5/31ま で ）    通知受理  ⑧補 助金交付申 請 書 作 成    ⑪事 業 開始    （ 中 間報告） ⑫事 業完了後、実績報告書 作 成   （完了報告） 

相 談 /調 整  提 出  通 知  提 出  通 知  提 出  



６６６６ ．．．． 補助採択可能補助採択可能補助採択可能補助採択可能 なななな 事業計画事業計画事業計画事業計画 のののの 決定手続決定手続決定手続決定手続  （ １ ） 事前審査（５月上旬か ら６月中旬）       担当課におい て 、提出 の あ った 事 業実施計画書 の 内容につい て 、電話、文書 照会、訪問等 に より説明を求め る な ど し て 事 業実施の確実性、妥当性（ 補 助 対 象 事 業・補 助 対 象 経 費 とし て妥当 かど う か 等）につい て審査い た し ま す。なお、事前審査に 必 要な 資 料 を追加 で提出 し てい た だ く 場合 が あ り ます 。 （ ２ ）審査委 員会におけ る評価（６月下旬）     関係 分野の 専 門家・有識者 で 構 成 す る「奈良県 産 業廃 棄 物 排 出 抑 制 等 補 助金審査委 員会」におい て 、事 業実施計画の新規性、抑 制効果、実施体 制 、普及可能性など につい て（ 申 請 者 のプレゼンテーション に よ り ）審査、評価を行 い ま す 。 （ ３ ） 事 業計画の決定 （７月頃）     審査委 員会におい て 、採択基準を満た す評価を受け た 事 業実施計画が 補 助金の交付対 象 と なり 、予算の範囲内 で 補 助金交付予定金額を 内 定 い た し ま す ので 、内 定通知に 基 づ き 補助金交付申請 書 を提出し て い た だ く こ と に な りま す 。      ７７７７ ．．．． 補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者 にににに 課課課課 されるされるされるされる 義務義務義務義務    補 助金の交付決定 を受け た 場 合は 、 次 の条件 を守ら な ければな り ま せ ん 。 （ １ ）交付決定 を受け た後、補助 事 業 内容の変更、廃止等 を し な け ればな ら な い 事情が 発 生 し た 場 合 には 、速や かに報告す る と と も に 、知事 の承認 を受け な け ればな り ま せ ん 。  （ ２ ）補 助 事 業 に 係 る 経 理 関 係 の証拠書 類 及 び 研 究・作業日誌等 を整理 し 、補 助事 業終了後５年間保存し な け ればな り ま せ ん 。  （ ３ ） 次 の報告書 を提出 し な け ればな り ま せ ん 。     a 補 助 事 業 の遂行状況報告書（ 中 間報告）     b 補 助 事業 の実績報告書 （完了報告）    c 補 助事 業終了後の 経過報告（ 補 助 事 業終了後５年間）    d 補 助 事業 に 基 づ く特許等 を出願し た 場 合 の届出 （ 補助 事 業終了後５年間 ） （４）補 助 事 業 者 は、研 究 開 発 の 成果の実用 化、製 品 化 と 産業 廃 棄 物 の 排 出 抑 制、リ サ イ ク ル、減 量 に努め な け ればな り ま せ ん 。 （５）補 助 事 業 によ る 研 究 開 発 の実用 化 又 は 工 業 所 有権の譲渡等 に よ り 利益を 生じた場 合 に は 、交付した 補 助金の全部 又 は 一 部 に相当 す る金額を 県 に納付し な け ればな り ま せ ん 。 （６） 補 助事 業 に よ り取得し た 機 械等 の財産 は 、 補 助 事 業終了後も適切に保管し な ければな り ま せ ん。ま た 、別 に 定 め る期 間 以前に 当 該財産 を処分 す る 必 要 が あ ると き に は 、事前に知事 の承認 を受けな け ればなり ま せ ん 。  ８８８８ ．．．． そのそのそのその 他注意事項他注意事項他注意事項他注意事項  （ １ ）審査委 員会で は 、申 請 者 か ら事 業実施計画の 内容につい てプレゼンテーションし て い た だ い き ます 。 （ ２ ）補 助 事 業 の円滑な遂行 と と もに 、適正な 事 務処理（ 研 究 開 発日誌等 の 作 成 、見積書・納品 書・請求書・領収 書等支出証拠書 類 の整理 、帳簿等 の整理 、総勘定元帳への 記帳な ど ）に努めて く だ さい 。 （ ３）補 助 事 業 者 につい て は、企 業名、所在地 、事 業テーマ等 を 公 表 す る 場 合 が あ りま す の で 、あ ら かじめご了承願い ま す 。 （４）企 業 活 動 におい て 関 係 法令等を遵守さ れ て い な い と疑われ る 場 合 に は 、補 助 事 業 が 活用 で き な いこ と が あ りま す の で 、 あ ら かじめご了承願い ま す 。 （５） 同 一の 目 的 で 他 の 補 助金と 同時申 請 し た 事 業 は 補 助 対象 と な り ま せ ん 。 （６）補 助金の支払い は 補 助 事 業終了後、実績報告・検査等 の手続完了後に支払う こと と な り ま す（精算払い と なり ま す の で 、事 業遂行 にあ た っ て は 、い っ た ん 事業 者 におい て 補 助金相当額を 立 て替えて い た だく こ と に な り ま す 。 ）      


